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議案第 ２ 号

   平成２７年度生駒市一般会計予算

 平成２７年度生駒市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

 （歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３５，１８２，０００千円と

定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。 

 （債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担

行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」

による。

 （一時借入金）

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最

高額は５，０００，０００千円と定める。 

（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じ
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た場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

  平成２７年３月５日提出

                   生駒市長職務代理者 

                   生駒市副市長 小 紫 雅 史 
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入
［単位　千円］

款 項 金      額

 1 市税 　　　１６，８４８，１６９

 1 市民税 　　　　９，１７１，７３１

 2 固定資産税 　　　　５，８１３，７４３

 3 軽自動車税 　　　　　　１１０，６２１

 4 市たばこ税 　　　　　　４５２，５７６

 5 特別土地保有税 　　　　　　　　１，０３０

 6 都市計画税 　　　　１，２９８，４６８

 2 地方譲与税 　　　　　　２３３，８５７

 1 自動車重量譲与税 　　　　　　１６０，４６６

 2 地方揮発油譲与税 　　　　　　　７３，３９１

 3 利子割交付金 　　　　　　　５４，６０５

 1 利子割交付金 　　　　　　　５４，６０５

 4 配当割交付金 　　　　　　３３３，２４９

 1 配当割交付金 　　　　　　３３３，２４９

 5 株式等譲渡所得割交付金 　　　　　　１１９，３９０

 1 株式等譲渡所得割交付金 　　　　　　１１９，３９０

 6 地方消費税交付金 　　　　１，４９９，１０３
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［単位　千円］

款 項 金      額

 1 地方消費税交付金 　　　　１，４９９，１０３

 7 ゴルフ場利用税交付金 　　　　　　　　６，５５０

 1 ゴルフ場利用税交付金 　　　　　　　　６，５５０

 8 自動車取得税交付金 　　　　　　　６０，２１６

 1 自動車取得税交付金 　　　　　　　６０，２１６

 9 地方特例交付金 　　　　　　　８８，５３８

 1 地方特例交付金 　　　　　　　８８，５３８

10 地方交付税 　　　　２，５１９，０００

 1 地方交付税 　　　　２，５１９，０００

11 交通安全対策特別交付金 　　　　　　　１４，６７５

 1 交通安全対策特別交付金 　　　　　　　１４，６７５

12 分担金及び負担金 　　　　　　４８９，０９０

 1 負担金 　　　　　　４８９，０９０

13 使用料及び手数料 　　　　　　８６５，５８１

 1 使用料 　　　　　　５１１，８８１

 2 手数料 　　　　　　３５３，７００

14 国庫支出金 　　　　４，８６８，９３２

 1 国庫負担金 　　　　４，００２，２３６

 2 国庫補助金 　　　　　　８４２，６４４
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［単位　千円］

款 項 金      額

 3 委託金 　　　　　　　２４，０５２

15 県支出金 　　　　２，３１７，６９７

 1 県負担金 　　　　１，４５１，９３９

 2 県補助金 　　　　　　６０８，２２９

 3 委託金 　　　　　　２５７，５２９

16 財産収入 　　　　１，４５２，７３９

 1 財産運用収入 　　　　　　　５６，０６５

 2 財産売払収入 　　　　１，３９６，６７４

17 寄附金 　　　　　　　５３，３７６

 1 寄附金 　　　　　　　５３，３７６

18 繰入金 　　　　　　５６３，１４９

 1 基金繰入金 　　　　　　５６３，１４９

19 繰越金 　　　　　　３００，０００

 1 繰越金 　　　　　　３００，０００

20 諸収入 　　　　　　９１６，１８４

 1 延滞金加算金及び過料 　　　　　　　１０，０５０

 2 市預金利子 　　　　　　　　２，０８２

 3 貸付金元利収入 　　　　　　　　２，５９０

 4 雑入 　　　　　　９０１，４６２
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［単位　千円］

款 項 金      額

21 市債 　　　　１，５７７，９００

 1 市債 　　　　１，５７７，９００

歳       入       合       計 　　　３５，１８２，０００
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歳 出
［単位　千円］

款 項 金      額

 1 議会費 　　　　　　３９５，６５１

 1 議会費 　　　　　　３９５，６５１

 2 総務費 　　　　４，４８８，４３２

 1 総務管理費 　　　　３，４６５，８９４

 2 徴税費 　　　　　　５２９，４２０

 3 戸籍住民基本台帳費 　　　　　　２５８，７０４

 4 選挙費 　　　　　　１４１，１５６

 5 統計調査費 　　　　　　　５１，５７０

 6 監査委員費 　　　　　　　４１，６８８

 3 民生費 　　　１３，５９６，９２３

 1 社会福祉費 　　　　５，３６７，２８７

 2 児童福祉費 　　　　５，８３４，１４３

 3 生活保護費 　　　　１，５５１，３３５

 4 災害救助費 　　　　　　　　　　５６５

 5 国民健康保険費 　　　　　　８４３，５９３

 4 衛生費 　　　　３，９２２，３２６

 1 保健衛生費 　　　　１，６９５，６２２

 2 清掃費 　　　　２，２２６，７０４
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［単位　千円］

款 項 金      額

 5 産業経済費 　　　　　　３６１，７７７

 1 農業費 　　　　　　１４７，８２４

 2 商工費 　　　　　　２１３，９５３

 6 土木費 　　　　３，３５７，７７５

 1 土木管理費 　　　　　　３０５，９０１

 2 道路橋梁及び河川費 　　　　１，２１６，９５０

 3 都市計画費 　　　　　　８８９，５７２

 4 住宅費 　　　　　　　７６，８６３

 5 下水道費 　　　　　　８６８，４８９

 7 消防費 　　　　１，５４２，７５１

 1 消防費 　　　　１，５４２，７５１

 8 教育費 　　　　４，４７２，２３４

 1 教育総務費 　　　　　　３７９，１５４

 2 小学校費 　　　　　　８８３，６７８

 3 中学校費 　　　　　　２８５，８５１

 4 幼稚園費 　　　　　　７８４，５０９

 5 社会教育費 　　　　　　９６２，１３３

 6 保健体育費 　　　　１，１７６，９０９

 9 災害復旧費 　　　　　　　　８，６５０
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［単位　千円］

款 項 金      額

 1 土木災害復旧費 　　　　　　　　３，６５０

 2 農林業施設災害復旧費 　　　　　　　　５，０００

10 公債費 　　　　２，９８５，４８１

 1 公債費 　　　　２，９８５，４８１

11 予備費 　　　　　　　５０，０００

 1 予備費 　　　　　　　５０，０００

歳       出       合       計 　　　３５，１８２，０００
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事　　　　　　　　　　　　項 期　　　　　　　　　　間 限　　　　度　　　　額

　市内中小企業者に対する奈良県信用保証
協会との契約による特別小口融資損失補償

　市内中小企業者が、奈良県信用
保証協会の行う融資保証に係る保
証債務の返済を完了するまで

　市内中小企業者の、奈良県信用
保証協会が行う融資保証に係る保
証債務のうち、未返済元利総額の
２０％相当額

　生駒市の委託を受けて生駒市土地開発公
社が行う公共用地先行取得事業
（平成２７年度分）

平成２７年度から２年以内
　事項欄記載事項の用地等の事業
資金41,400千円及びこれに対する
利子相当額

平成２７年度から

平成３２年度まで

平成２７年度から

平成２８年度まで

平成２８年度から

平成３２年度まで

平成２７年度から

平成３２年度まで

平成２７年度から

平成３２年度まで

平成２８年度から

平成３１年度まで

６２３，０４４千円

庁舎耐震改修等工事監理委託業務

学校給食センター給食配送業務 ２５２，９４５千円

清掃センター長期包括運営委託業務
（ そ の ３ ）

４６，０３２千円

平成２８年度 １１，３６１千円

１，６４８，６４５千円

や ま び こ ホ ー ル 管 理 業 務 ２，３５１千円

生 涯 学 習 施 設 管 理 業 務

第 ２ 表 債 務 負 担 行 為

固定資産税納税通知書封入業務 ８００千円

広 報 紙 ・ 議 会 報 印 刷 等 業 務 平成２８年度 ７，７３６千円

ベルテラスいこま自動車駐車場
指 定 管 理 業 務

１２１，１１４千円

庁 舎 耐 震 改 修 等 工 事 平成２８年度
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第 ３ 表  地 方 債 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

千円 

庁舎耐震化事業 302,300

証 書 借 入 

又 は 

証 券 発 行 

5.0％以内 

（ただし、利率見直し方

式で借り入れる場合に

ついて、利率の見直しを

行った後においては、当

該見直し後の利率） 

 政府資金についてはその融資

条件により、銀行その他の場合に

はその債権者と協定するものと

する。ただし、市財政の都合によ

り据置期間及び償還期限を短縮

し、若しくは繰上償還又は低利に

借換えることができる。 

福祉センター

施設整備事業
4,000 〃 〃 〃 

自 転 車 利 用

ネットワーク整備事業
3,300 〃 〃 〃 

道路橋梁及び

河川整備事業
226,400 〃 〃 〃 

消 防 施 設

整 備 事 業
201,900 〃 〃 〃 

臨時財政対策 840,000 〃 〃 〃 

計 1,577,900
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公 共 施 設 整 備 基 金 特 別 会 計

- 15 -



- 16 -



議案第 ３ 号

  平成２７年度生駒市公共施設整備基金特別会計予算

 平成２７年度生駒市の公共施設整備基金特別会計の予算は、次に定めるところ

による。

 （歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２０，４８１千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。

  平成２７年３月５日提出

                   生駒市長職務代理者 

                   生駒市副市長 小 紫 雅 史 
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入
［単位　千円］

款 項 金      額

 1 財産収入 　　　　　　　　４，１２１

 1 財産運用収入 　　　　　　　　４，１２１

 2 寄附金 　　　　　　１１６，３６０

 1 寄附金 　　　　　　１１６，３６０

歳       入       合       計 　　　　　　１２０，４８１
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介 護 保 険 特 別 会 計

- 19 -



- 20 -



議案第 ４ 号

  平成２７年度生駒市介護保険特別会計予算

 平成２７年度生駒市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

 （歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７，５５７，７７１千円と定

める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。

 （歳出予算の流用）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規

定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款

内でのこれらの経費の各項の間の流用

  平成２７年３月５日提出

                   生駒市長職務代理者 

                   生駒市副市長 小 紫 雅 史 
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入
［単位　千円］

款 項 金      額

 1 保険料 　　　　１，９２９，８６１

 1 介護保険料 　　　　１，９２９，８６１

 2 使用料及び手数料 　　　　　　　　　　１１４

 1 手数料 　　　　　　　　　　１１４

 3 国庫支出金 　　　　１，３６８，１９８

 1 国庫負担金 　　　　１，２５５，８４３

 2 国庫補助金 　　　　　　１１２，３５５

 4 支払基金交付金 　　　　２，０１３，０８４

 1 支払基金交付金 　　　　２，０１３，０８４

 5 県支出金 　　　　１，０６９，６２２

 1 県負担金 　　　　１，０２１，８５３

 2 県補助金 　　　　　　　４７，７６９

 6 財産収入 　　　　　　　　２，１０２

 1 財産運用収入 　　　　　　　　２，１０２

 7 繰入金 　　　　１，１７３，５８０

 1 一般会計繰入金 　　　　１，１４５，８０９

 2 基金繰入金 　　　　　　　２７，７７１
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［単位　千円］

款 項 金      額

 8 繰越金 　　　　　　　　　　　１０

 1 繰越金 　　　　　　　　　　　１０

 9 諸収入 　　　　　　　　１，２００

 1 延滞金及び加算金 　　　　　　　　　　１３１

 2 雑入 　　　　　　　　１，０６９

歳       入       合       計 　　　　７，５５７，７７１
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歳 出
［単位　千円］

款 項 金      額

 1 総務費 　　　　　　２２２，０２６

 1 総務管理費 　　　　　　１５７，３６７

 2 徴収費 　　　　　　　　２，９８２

 3 介護認定審査会費 　　　　　　　６０，４２８

 4 趣旨普及費 　　　　　　　　１，２４９

 2 保険給付費 　　　　７，００８，２９１

 1 介護サービス等諸費 　　　　６，５８６，３３４

 2 高額介護サービス費 　　　　　　１５８，７４９

 3 介護保険諸費 　　　　　　　　９，０００

 4 特定入所者介護サービス
等費

　　　　　　２５４，２０８

 3 地域支援事業費 　　　　　　３１０，０４０

 1 介護予防・日常生活支援
総合事業費

　　　　　　１８１，２９０

 2 包括的支援等事業費 　　　　　　１２８，７５０

 4 基金積立金 　　　　　　　　２，１０２

 1 基金積立金 　　　　　　　　２，１０２

 5 諸支出金 　　　　　　　　５，３１２

 1 償還金及び還付加算金 　　　　　　　　５，３１２

 6 予備費 　　　　　　　１０，０００
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［単位　千円］

款 項 金      額

 1 予備費 　　　　　　　１０，０００

歳       出       合       計 　　　　７，５５７，７７１
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国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
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議案第 ５ 号

  平成２７年度生駒市国民健康保険特別会計予算

 平成２７年度生駒市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。

 （歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２，８７１，８６９千円と

定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。

 （一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定に

よる一時借入金の借入れの最高額は３００，０００千円と定める。

 （歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款

内でのこれらの経費の各項の間の流用

  平成２７年３月５日提出

                   生駒市長職務代理者 

                   生駒市副市長 小 紫 雅 史 
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入
［単位　千円］

款 項 金      額

 1 国民健康保険税 　　　　２，７８２，８２０

 1 国民健康保険税 　　　　２，７８２，８２０

 2 使用料及び手数料 　　　　　　　　　　４９９

 1 手数料 　　　　　　　　　　４９９

 3 国庫支出金 　　　　１，９５６，１７２

 1 国庫負担金 　　　　１，７４３，３７２

 2 国庫補助金 　　　　　　２１２，８００

 4 療養給付費交付金 　　　　　　３０３，５４９

 1 療養給付費交付金 　　　　　　３０３，５４９

 5 前期高齢者交付金 　　　　３，６９８，５４０

 1 前期高齢者交付金 　　　　３，６９８，５４０

 6 県支出金 　　　　　　５３９，９３４

 1 県負担金 　　　　　　　６８，６４４

 2 県補助金 　　　　　　４７１，２９０

 7 共同事業交付金 　　　　２，７２５，７３７

 1 共同事業交付金 　　　　２，７２５，７３７

 8 財産収入 　　　　　　　　３，００１
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［単位　千円］

款 項 金      額

 1 財産運用収入 　　　　　　　　３，００１

 9 繰入金 　　　　　　８４３，５９４

 1 一般会計繰入金 　　　　　　８４３，５９３

 2 基金繰入金 　　　　　　　　　　　　１

10 繰越金 　　　　　　　　　　　　１

 1 繰越金 　　　　　　　　　　　　１

11 諸収入 　　　　　　　１８，０２２

 1 延滞金及び過料 　　　　　　　　３，０６０

 2 預金利子 　　　　　　　　　　　１０

 3 雑入 　　　　　　　１３，８５２

 4 療養費等指定公費返還金 　　　　　　　　１，１００

歳       入       合       計 　　　１２，８７１，８６９
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歳 出
［単位　千円］

款 項 金      額

 1 総務費 　　　　　　１６１，５１０

 1 総務管理費 　　　　　　１４５，４５３

 2 徴税費 　　　　　　　１４，１３０

 3 運営協議会費 　　　　　　　　　　３６７

 4 趣旨普及費 　　　　　　　　１，５６０

 2 保険給付費 　　　　７，９６５，７０５

 1 療養諸費 　　　　７，０９３，４２７

 2 高額療養費 　　　　　　８２５，１５７

 3 移送費 　　　　　　　　　　３００

 4 出産育児諸費 　　　　　　　４２，０２１

 5 葬祭諸費 　　　　　　　　４，８００

 3 後期高齢者支援金等 　　　　１，５０５，６０７

 1 後期高齢者支援金等 　　　　１，５０５，６０７

 4 前期高齢者納付金等 　　　　　　　　１，８３９

 1 前期高齢者納付金等 　　　　　　　　１，８３９

 5 老人保健拠出金 　　　　　　　　　　　４９

 1 老人保健拠出金 　　　　　　　　　　　４９

 6 介護納付金 　　　　　　５９０，０９６
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［単位　千円］

款 項 金      額

 1 介護納付金 　　　　　　５９０，０９６

 7 共同事業拠出金 　　　　２，４９５，０００

 1 共同事業拠出金 　　　　２，４９５，０００

 8 保健事業費 　　　　　　１０７，７６２

 1 特定健康診査等事業費 　　　　　　　８９，７４７

 2 保健事業費 　　　　　　　１８，０１５

 9 基金積立金 　　　　　　　　３，００１

 1 基金積立金 　　　　　　　　３，００１

10 公債費 　　　　　　　　　　１００

 1 公債費 　　　　　　　　　　１００

11 諸支出金 　　　　　　　１１，２００

 1 償還金及び還付加算金 　　　　　　　１０，１００

 2 療養費等指定公費立替金 　　　　　　　　１，１００

12 予備費 　　　　　　　３０，０００

 1 予備費 　　　　　　　３０，０００

歳       出       合       計 　　　１２，８７１，８６９

- 33 -



- 34 -



後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
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議案第 ６ 号

  平成２７年度生駒市後期高齢者医療特別会計予算

 平成２７年度生駒市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。

 （歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，５３５，４６９千円と定

める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。

  平成２７年３月５日提出

                   生駒市長職務代理者 

                   生駒市副市長 小 紫 雅 史 
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入
［単位　千円］

款 項 金      額

 1 後期高齢者医療保険料 　　　　１，２７０，５４８

 1 後期高齢者医療保険料 　　　　１，２７０，５４８

 2 使用料及び手数料 　　　　　　　　　　　１４

 1 手数料 　　　　　　　　　　　１４

 3 国庫支出金 　　　　　　　　１，２００

 1 国庫補助金 　　　　　　　　１，２００

 4 繰入金 　　　　　　２５７，６３６

 1 一般会計繰入金 　　　　　　２５７，６３６

 5 繰越金 　　　　　　　　３，０００

 1 繰越金 　　　　　　　　３，０００

 6 諸収入 　　　　　　　　３，０７１

 1 延滞金加算金及び過料 　　　　　　　　　　　１１

 2 償還金及び還付加算金 　　　　　　　　３，０１０

 3 雑入 　　　　　　　　　　　５０

歳       入       合       計 　　　　１，５３５，４６９
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歳 出
［単位　千円］

款 項 金      額

 1 総務費 　　　　　　　３９，１０２

 1 総務管理費 　　　　　　　３９，１０２

 2 後期高齢者医療広域連合
納付金

　　　　１，４８８，３５７

 1 後期高齢者医療広域連合
納付金

　　　　１，４８８，３５７

 3 諸支出金 　　　　　　　　３，０１０

 1 償還金及び還付加算金 　　　　　　　　３，０１０

 4 予備費 　　　　　　　　５，０００

 1 予備費 　　　　　　　　５，０００

歳       出       合       計 　　　　１，５３５，４６９
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下 水 道 事 業 特 別 会 計
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議案第 ７ 号

   平成２７年度生駒市下水道事業特別会計予算

 平成２７年度生駒市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

 （歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，５９７，８９３千円と定

める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担

行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」

による。

  平成２７年３月５日提出

                   生駒市長職務代理者 

                   生駒市副市長 小 紫 雅 史 
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入
［単位　千円］

款 項 金      額

 1 分担金及び負担金 　　　　　　　２９，５１０

 1 負担金 　　　　　　　２９，５１０

 2 使用料及び手数料 　　　　　　８７９，１９２

 1 使用料 　　　　　　８７８，６６７

 2 手数料 　　　　　　　　　　５２５

 3 国庫支出金 　　　　　　２１０，０００

 1 国庫補助金 　　　　　　２１０，０００

 4 繰入金 　　　　　　８６８，４８９

 1 一般会計繰入金 　　　　　　８６８，４８９

 5 諸収入 　　　　　　　　　　　　２

 1 延滞金加算金及び過料 　　　　　　　　　　　　１

 2 雑入 　　　　　　　　　　　　１

 6 市債 　　　　　　６１０，７００

 1 市債 　　　　　　６１０，７００

歳       入       合       計 　　　　２，５９７，８９３
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歳 出
［単位　千円］

款 項 金      額

 1 下水道費 　　　　１，７６６，１７７

 1 下水道費 　　　　１，７６６，１７７

 2 公債費 　　　　　　８２７，７１６

 1 公債費 　　　　　　８２７，７１６

 3 予備費 　　　　　　　　４，０００

 1 予備費 　　　　　　　　４，０００

歳       出       合       計 　　　　２，５９７，８９３
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第 ２ 表  債務負担行為 

事 項 期 間 限 度 額

生駒市水洗便所改造資金とし
て、市民が取扱金融機関から受
ける融資に対する損失補償

融資金の借入日から償還完了
日まで

融資金の償還元利金及び
遅延利息の合計金額

第 ３ 表  地 方 債 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

千円 

公共下水道事業 550,000

証 書 借 入

又 は

証 券 発 行

5.0％以内 

（ただし、利率見直し方

式で借り入れる場合につ

いて、利率の見直しを行

った後においては、当該

見直し後の利率） 

政府資金についてはその融資

条件により、銀行その他の場合に

はその債権者と協定するものと

する。ただし、市財政の都合によ

り据置期間及び償還期限を短縮

し、若しくは繰上償還又は低利に

借換えることができる。 

流域下水道事業 60,700 〃 〃 〃 

計 610,700
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自 動 車 駐 車 場 事 業 特 別 会 計
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議案第 ８ 号

  平成２７年度生駒市自動車駐車場事業特別会計予算

 平成２７年度生駒市の自動車駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところ

による。

 （歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２７，２４９千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。 

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担

行為」による。

  平成２７年３月５日提出 

                   生駒市長職務代理者 

                   生駒市副市長 小 紫 雅 史 
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入
［単位　千円］

款 項 金      額

 1 使用料及び手数料 　　　　　　１２７，２４９

 1 使用料 　　　　　　１２７，２４９

歳       入       合       計 　　　　　　１２７，２４９
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事　　　　　　　　　　　　項 期　　　　　　　　　　間 限　　　　度　　　　額

平成２７年度から

平成３２年度まで

第 ２ 表 債 務 負 担 行 為

生 駒 駅 南 ・ 生 駒 駅 北 地 下
自 動 車 駐 車 場 指 定 管 理 業 務

２６９，０９２千円
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